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午前１１時２１分開会 

○分科会長（村岡 峰男） 皆さん、ご苦労さまです。

本会議場での案内は１１時２５分ということだっ

たんですが、もうおそろいですので、総務委員会を

始めたいというふうに思います。 

 分科会長の挨拶はありません。 

 早速始めますが、当局から、本日はパソコン２台

を持ち込みたい旨の申出があり、これを許可してお

りますので、ご了承を願います。 

 委員の皆さんは、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ上のフォル

ダ、ホーム、総務委員会、総務４年６月３日が本日

の委員会のフォルダです。そこに本日の委員会の資

料を配信しております。 

 委員の皆さん並びに当局職員の皆さんは、質疑、

答弁に当たりましては、要点を押さえ、簡潔明瞭に

行っていただき、スムーズな議事進行にご協力をお

願いします。 

 なお、分科会での発言は、分科会長の指名の後、

マイクを使用して課名と名字を名のってから行っ

ていただきますようお願いします。 

 それでは、これより、３番、協議事項、（１）番、

分担案件の審査についてに入ります。 

 第６０号議案、令和４年度豊岡市一般会計補正予

算（第２号）を議題といたします。 

 第６０号議案中、当分科会に審査を分担されまし

たのは、所管事項に係る歳入歳出予算補正について

であります。 

 当局の説明は、まず財政課から全体概要を含めて

説明を、その後、担当課から説明を願います。 

 なお、説明に当たっては、資料のページ番号をお

知らせください。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、順次説明願います。 

 財政課長。 

○財政課長（長谷川幹人） 議案書１８７ページをご

覧ください。第６０号議案、令和４年度一般会計補

正予算（第２号）でございます。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ１８億９３５万９，

０００円を追加しまして、総額４８０億３０６万６，

０００円とするものでございます。 

 全体の概要ですが、大きく２点ございます。まず

１点目が、事業としまして新型コロナウイルス感染

症対策として地方創生臨時交付金事業を実施する

というものと、２点目が国の原油価格、物価高騰対

策として、子育て世帯に対して支援金を支給すると

いった、この２点でございます。 

 財源としましては、１９６ページ、１９７ページ

をご覧ください。国県支出金、商品券の販売収入の

ほか、財源調整につきましては財政調整基金繰入金

で行っております。概要は以上でございます。 

 なお、財政課が所管する歳出はございません。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（村岡 峰男） 続いて、若森ＤＸ・行財

政改革推進課長。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

歳出の説明をします。 

 議案の１９８、１９９ページをご覧ください。一

番上、情報管理費のＤＸ推進事業費です。普通旅費、

業務委託料、クラウド使用料、事業用備品合わせて

８，８５８万２，０００円を計上しています。 

 この予算は、ＤＸ推進戦略に沿って、特に市長が

昨年１２月議会で答弁をいたしました、デジタルに

慣れた方だけでなく、高齢者などデジタルに不慣れ

な方にもデジタルの恩恵が行き渡る取組を考えて

いるを具現化するためのものです。この予算書では

ちょっと説明しづらいので、後ほど別の資料で説明

いたします。 

 次に、歳入です。１９６、１９７ページをご覧く

ださい。一番上、総務費国庫補助金のデジタル田園

都市国家構想推進交付金４，１０７万２，０００円

を計上しております。また、地方創生臨時交付金も

ございますが、こちらも別の資料で説明いたします。

豊岡市の厳しい財政状況下でＤＸを推進するため、

国の競争性の事業、つまり国の財源を自治体が競っ

て取り合う事業を、事業名ですけども、全ての市民

のための窓口サービスデザイン事業として申請し、

採択を受け、主たる財源として実施するものです。 

 では、昨日お送りした資料をご覧ください。１ペ
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ージから順に説明いたします。まず１ページ、今回

のこの審議をお願いする理由を説明いたします。 

 一般的な進め方、左側にございます。予算の審議

をいただいて、可決いただいた場合は入札をして、

その次の議会で今度は契約の締結議案の審議をい

ただくというふうな流れになっております。それを

今回、右側ですけれども、開会日に審議をいただき、

可決いただいた場合は入札をして仮契約。そして、

閉会日に契約の締結議案の審議をお願いしたいと

思っております。可決いただいた場合っていうとこ

ろは一緒でございます。 

 何でこんなことをするのかということですけど

も、先ほど本会議でもございましたけれども、まず、

今回の交付金が国の令和３年度予算でございまし

て、繰越しができません。年度内に未完了だったら、

交付金合わせて最大で約７，４００万円が入ってこ

ない可能性があります。 

 そしてもう一つ、半導体等の部品の供給不足があ

ります。国際状況の変化といいますか悪化によりま

して、普通のスケジュールで９月末にスタートする

と、年度内に納品ができないおそれがあるというふ

うに企業から聞いておりまして、ちょっとそれは何

とかして避けたいなというふうな思いでおります。

ぜひご理解をいただきますようにお願いいたしま

す。 

 続きまして、２ページです。令和４年度のＤＸの

推進予算、２号補正も関係ある部分の抜粋でござい

ます。このページでお伝えしたいことは、主に３つ

でございます。一つは、このページに書いてること

が２０２２年度のＤＸ推進事業の大枠といいます

か、フレームということです。２つ目です。この表

の一番上といいますか、の行です。当初予算でぴっ

たりサービスのシステム改修という予算をしてお

ります。今回、２号補正でオンライン申請というふ

うに出しておりますが、これはぴったりサービスの

対象外の手続についてオンラインでできるように

しようとするものでございます。例えば、ぴったり

サービスですと、同じオンラインなんですけれども、

児童手当であったり保育施設の申込み、それから介

護保険などの２６の手続ができます。 

 一方で、例えば放課後児童クラブのような事業に

ついては、ぴったりサービスの対象外になっており

ます。こういった事業を今回の補正予算でこういっ

た手続についてもオンラインでできるようにした

いという思いでございます。 

 それから、３つ目です。この表の４行目といいま

すか、当初予算で情報推進課の予算ですけれども、

職員の情報系のパソコン１００台を購入するとい

うのをお認めいただいております。下に書いてござ

います情報系と申しますのは、職員が一般業務で使

うネットワーク、情報通信網です。普通の文書とか、

こういった説明資料を作成し保存しております。 

 今回、２号補正で市民の方への説明用のパソコン

を購入する予算を提案しておりますけれども、これ

につきましては職員の情報系のＰＣを兼ねるもの

でございます。つまり、職員がふだん使うパソコン

を使って市民の皆さんにご説明しようとしている

ものでございます。 

 この当初予算の１００台と２号補正の１４５台、

お認めいただければこれらを合わせてセットで入

札することによって、より安く調達したいと思って

おります。なので、お認めいただければ契約締結の

議案についてはパソコン２４５台というふうな議

案になろうかと思います。 

 次です。３ページをご覧ください。２号補正の概

要についてご説明いたします。まず、歳出です。普

通旅費、３６万６，０００円ですが、職員の旅費は

国の交付金の対象外の経費とされてますので、一般

財源で先進自治体の事例の調査を行いたいと思っ

ております。 

 続きまして、業務委託料、５，５６８万円でござ

います。一番上、システム開発でございますけれど

も、窓口に１回来られて、そこで住所やお名前を記

載いただいたら、それをその窓口でほかの、例えば

出生届ですと、出生届け出すだけではなくてほかの

いろんな書類をお出しいただくことになります。そ

ういったほかの書類にもその場で住所や氏名を印

刷した手続の書類をお渡しできる、そんなシステム
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改修を行おうと思っております。１６５万円でござ

います。 

 ただ、これ右側に米印をつけておりますが、今ど

んどんサービスが本当に毎月のようによくなって

おりまして、もしかするとクラウドサービスのほう

で提供されるかもしれません。その場合はこの委託

料は要らなくなって、もう少しクラウド使用料のほ

うが増えるのかなというふうに思っております。 

 次に、②番、③番の情報系のネットワークの無線

化でございます。今、私たちが仕事で使ってる普通

のパソコンって、青いケーブルで、要は有線のネッ

トワークでつなげています。これを無線化すること

によって、例えば事務所のカウンターのところで市

民の方に説明したり、あとは相談スペースにも持っ

ていくことができます。会議室でも使えるようにな

ります。そんなことをしたいと思っております。庁

舎全体を無線化したいと思っておりますけれども、

この交付金の事業の性格上、市民サービスの向上に

直結しないものは対象外でございますので、議場で

あったり本庁舎の７階であったり、そういったもの

は交付金対象外ですけれども、一般財源で整備した

いと思っております。金額は記載のとおりでござい

ます。 

 その次、クラウド使用料でございます。まず、オ

ンライン申請、スマート申請とも呼びますけれども、

これは先ほども申しましたような手続７種類につ

いて、スマホを使って手続をしようとするものでご

ざいます。今、各課の業務フローの書き出しをして

おります。面倒で数が多いものに、この７つの手続

に導入したいと思っております。 

 続きまして、手続案内でございます。スマホ等で、

はい、いいえの質問に答えるだけで必要な手続が分

かる、こういったサービスを導入したいと思ってお

ります。出生であったり、婚姻であったり、離婚で

あったり、死亡であったり、そういった手続を想定

しております。質問というのは、例えば国保に加入

されてますかっていって、はいってクリックしたら、

じゃあ国保の手続も必要ですねっていうふうなこ

とで、どこそこの窓口でどういう書類が必要ですみ

たいなことが分かる、そういったサービスでござい

ます。 

 その次の事業用備品でございます。窓口タブレッ

トを本庁舎等で１５台、それから、説明用のＰＣを

１４５台購入したいと考えております。 

 次に、歳入でございます。デジタル田園都市国家

構想推進交付金が４，１０７万２，０００円です。

これは、この交付金の対象事業費８，２１４万４，

０００円の２分の１でございます。 

 その次、地方創生臨時交付金ですが、２つありま

す。一つは（１）のデジタル田園都市のほうの交付

金に併せてといいますか、セットの形で、通常の地

方創生の臨時交付金とは別枠で措置されるものが

ございます。それが、交付対象事業８，２１４万４，

０００円の１０分の４でございます。それ以外、要

は残り１０分の１の費用が残りますので、それにつ

いては地方創生臨時交付金のうち、豊岡市に配分さ

れたものを充当してる分でございます。 

 一般財源につきましては、先ほど一般財源で行う

とご説明申し上げた事業の財源でございます。 

 ４ページをご覧ください。ようやく分かりやすい

図をお示ししております。市民サービスのイメージ

でございます。今までそちらに書いてございますと

おりのことを行ってきました。これからは、デジタ

ルに慣れた方はオンライン申請や手続案内という

サービスを導入して、いつでもどこでもスマホやパ

ソコン等で手続が完結できるように。そして、デジ

タルに不慣れな方に対しては、窓口タブレットを窓

口に配置をして、先ほどの手続案内とかを窓口で操

作していただくとか、ほかの庁舎、例えば振興局に

お越しになった方で、ちょっと面倒な手続に関して

は、本庁の担当職員に直接オンラインで相談できる、

そんなことをしたいと思っております。 

 その下ですけれども、説明用のパソコンや情報系

のネットワークの無線化につきましては、こういっ

たパソコンを使いまして、今ご説明したように、職

員がイラストや動画で説明をできるように。また、

先ほどの別の庁舎の職員がオンラインで相談の裏

返しですけれども、職員がオンラインで説明できる
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ようにというもの。さらに、先ほど申しましたよう

に、カウンターとか相談ブースとかでも説明ができ

るようにするものでございます。 

 すみません、長くなりました。説明は以上でござ

います。 

○分科会長（村岡 峰男） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

 どうぞ。 

○委員（太田 智博） すみません、ちょっと確認で

質問させていただきたいんですけど、３ページの情

報系ネットワークの無線化、今、有線でされてると

いうことで、職員さんが使われているパソコンを全

て無線化にされると。様々な場所でその業務ができ

るということで、今どこの企業さんでも進められて

いるような内容かと思うんですけど、そうなると、

一般の市民に開示できないようなデータも当然、市

の職員のパソコンの中には入ってると思いますし、

ノートパソコンとかになってくると、やっぱり隣の

方からのぞかれるような感じで、保護フィルムとい

うんですかね、隣からは見れないようなフィルムを

設定されて、持ち出し用でされてることもあるんで

すけど、そういうものはこういう備品としての計上

はされてないんでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ、答弁願います。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

このパソコンにつきましては、庁内での接続限定で

ございます。庁外に出ると見れません。ただ、本庁

舎の職員が振興局に行ったら、振興局のアクセスポ

イントを利用して接続はできます。広い意味で言え

ば、市の庁舎内でしかできません。なので、例えば

太田委員が今おっしゃったように、電車でパソコン

見てて、横の人からちょっとのぞかれるみたいなこ

とは、そういう場面は発生しませんので、そういっ

た備品購入ということにつきましては、現在のとこ

ろ考えておりません。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（太田 智博） イメージ的には、社内ＬＡＮ

なので、当然建物の中での無線になるんですけど、

例えば稽古堂なんかで、応接のとこでは多分使える

と思うんですね。１階でも自動販売機があって、よ

く一般の市民の方がご飯食べておられるような席

がありますよね。多分、あれでも使えると思う。そ

ういうところでも、ある意味二、三人の職員が集ま

ってちょっとしたミーティングも多分可能になっ

てくると思うんですけど、横のテーブルで一般の市

民の方がご飯食べられたりとかしてるとき、そうい

うことはこの建物の中では想定できるのかなと。そ

ういうときに、やっぱり市の職員てかなり機密事項

の業務をされてますので、そういうことが反対に漏

れないか。そういうリスクが当然出てくると思うん

ですけど、その辺についてのちょっとセキュリティ

ーなんですけど、その辺について教えていただきた

いなと。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 確かに

太田委員、今おっしゃったようなことはあり得ると

思います。なので、今後、ただ、シール、シートっ

て消耗品で安いものでございますので、必要があれ

ば購入をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（太田 智博） はい、ええです。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかの方はどうですか。 

 どうぞ。 

○委員（浅田  徹） 教えてください。特に今回、

即決というふうなことで、当然補正予算を上げられ

ていただいております。この中で一つの理由は、繰

越しは不可というふうなことがございます。約７，

５００万円ということで。ただ、これ見てましたら、

特に心配されますのが、やっぱり多分、物ですね。

つまり半導体が不足してるというふうなことの中

で１４５台、それぞれの納品の関係ですね、この辺

については１５５台分、今だったら何とか納品、年

度内にできるというふうなことなのか。もしも、非

常にこれもう全世界的な半導体不足ですから、そう

いうことを理由に事故繰越も認めてもらえるよう

な、そんな話、情報は入ってないでしょうか。この

２点です。 
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○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

市内で納入実績がある事業者さんにお問合せをし

たところ、正直言って全く見通しが立たないと。い

つ入ってくるか分からない。なので、できるだけ早

く正式な注文を出してほしいというふうに言われ

ているところでございます。なので、６月末にスタ

ートしたら確実に納品できるというふうには言わ

れていません。ただ、９月末だとかなり厳しいだろ

うというふうには言われております。 

 それから、後段のところですけども、日本全国で

同じ事象が起きております。なので、この事業を、

要は全国の自治体で同じように年度内にできれへ

んというふうなことは起きるやもしれませんが、た

だ、現時点で国はその事故繰越できますよなんてこ

とは言ってくれませんので、そういう状況にもしな

れば、国が何か考えるかもしれませんけども、ちょ

っとそれどうなるか分からないリスクは取りたく

はないので、今回このような審議をお願いしてると

こでございます。 

○委員（浅田  徹） 分かりました。よろしくお願

いしたいと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） よろしいですか。いいで

すね。よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

○委員（前田 敦司） 非常に分かりやすい資料をあ

りがとうございます。 

 その中で１点確認なんですけども、この情報系ネ

ットワーク無線化、要はＷｉ－Ｆｉ飛ばすっていう

ことですよね。これは職員の方が使えるＷｉ－Ｆｉ

ということで、一般市民の方がふらっとお越しにな

って使えるようなことっていうのは考えておられ

ないということで間違いなかったでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） はい、どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 今回整

備する情報系のＷｉ－Ｆｉ飛ばすっていうやつで

すね、は職員のパソコンを接続するものでございま

す。 

 一方で、市民の皆様が利用できるＷｉ－Ｆｉ環境

につきましては、何年か前に防災課の事業で整備し

た一般の方も使える無線が飛んではおりますので、

それをご利用いただけるというふうに考えており

ます。 

○委員（前田 敦司） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○分科会長（村岡 峰男） 若森課長のマイク入っと

るね。マイク入っとるな。声が小さいような感じで。

隣がにぎやかか。 

 続いてどうですか。 

 どうぞ。 

○委員（田原 宏二） ちょっとお尋ねしたいんです

が。例えば、出生届を出されるときはいろんな課に

行かなければならないと思うんですが、今回のこの

最後の表ですと、別庁舎の職員にオンラインで相談

というようなこと書いてあるんですが、相談してや

っぱりそこの課には行かなければならないという

ことでしょうか。ちょっとそこをお願いします。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

市民の方の手続って大きく言うと２つあると思っ

ています。一つは書類を出せばいいもの、もう一つ

は相談をしなけりゃいけないもの、大きく言うと２

つです。 

 １つ目の、書類にちゃんと書いて出せばいいもの

につきましては、その書類をその都度、１回１回住

所書いて、氏名書いてっていうのを省略できるよう

なサービスを考えております。いろんな課を回るこ

とにつきましては、ちょっとそこは今、組織ですと

か庁舎のレイアウトの関係でございますので、ちょ

っとそこは今検討しているところでございます。 

 もう一つ、相談のほうですけれども、この相談に

行くのを、例えば本庁舎にお越しの方が相談のため

に立野庁舎に行く、そういったことを省略、要は足

を運んでいただかないようにするためにオンライ

ンで相談できるようなシステムを導入したいと思

っております。 

 なので、どうしてもオンラインじゃ嫌だっていう

方はさておき、基本的にオンラインで相談できるよ
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うになると考えております。特にこれにつきまして

は、振興局で非常にレアな相談を受けたような場合

に、振興局の職員では対応できないようなものがご

ざいます。そのときに、じゃあ、健康福祉部立野庁

舎に行ってじゃなくて、その場でオンラインでつな

いで、立野庁舎のその担当の職員と市民の方が直接

相談といいますか、をしていただける、そんなこと

を想定しております。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（田原 宏二） 分かりました。 

 あと、よく聞くのが、相談に行っても市民の方は

何課か分からない。取りあえず行ったけど、あっち

行け、こっち行けということで、ぐるぐるたらい回

しにされるということはよく聞くんですけども、今

回このオンラインで相談ができるということは、も

うたらい回し、変な言葉ですけども、そういうこと

がなくなるという解釈でよろしいでしょうか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） いわゆ

るたらい回しということにつきましては、２つ原因

があると思っております。 

 一つは、担当ではない部署にお越しになった場合

に、ほかの部署に行ってという話。それにつきまし

ては先ほど申しましたように、その組織とか庁舎の

レイアウトのことがありますので、別途検討してる

とこでございます。 

 もう一つは、相談云々というところにつきまして

は、例えば本庁舎に来たんだけど、あっ、それはご

めんなさい、相談するのが健康増進課なんですって

いったときに、本庁舎に居ながらにして立野庁舎健

康増進課の職員とオンラインでつなげて、それでご

相談いただく、そんなことが可能になります。 

○委員（田原 宏二） 分かりました。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（田原 宏二） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにないですか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） パソコンの台数の関係で、資

料の２ページ見てますと、当初予算では情報系が１

００台、今回説明用ＰＣ、情報系兼ねて１４５台と

いうことは、トータルで２４５台購入されるという

ような意味なのかということが一つと、それから情

報系というのが、通常の業務に使われるパソコンで

すんで、要するに説明用と、それから自分の仕事の

両方使えるようなパソコンということになると、現

在使っておられるパソコンが、要するに更新される

という意味なのか、そのパソコンの数をまずどうい

うふうな考え方になっとるのか、ぜひ教えていただ

きたいのが一つと。 

 もう一つは、無線ＬＡＮという環境という意味と、

Ｗｉ－Ｆｉ環境っていう意味がよく分からないん

です。要するに、先ほどご説明の中で防災関係のＷ

ｉ－Ｆｉ環境が導入されたというのは、何か限定的

に、例えば防災課のある４階と、それから議会に行

くところであるとか、何か部分的にやられたと思う

んですけども、そういうばらばらにせんと、できれ

ば庁舎全部を一遍にやっちゃったほうが、トータル

でいったら効率的じゃないかなというふうな気が

するんですけども、その情報系の無線ＬＡＮという

意味と、それからＷｉ－Ｆｉ環境、理屈で言ったら

無線ＬＡＮの中にＷｉ－Ｆｉも入るんだろうと思

ってるんですけどね。そういう辺り、ちょっと説明

してください。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ、答弁願います。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず１

つ目、パソコンの台数でございます。トータルで２

４５台でございます。今、庁舎内で情報系で使って

いるパソコンがざっくり千二百何台あります。それ

を大体５年のペースで更新しております。今回少し

多めですけれども、その一環だというふうにご理解

ください。 

 ですので、説明用のパソコンと職員の情報系のパ

ソコンを兼ねますけれども、それは更新です。５年、

６年たったものを置き換えていくということでご

ざいます。 

 それから３つ目、無線ＬＡＮとＷｉ－Ｆｉのこと

でございます。ＬＡＮというのがローカル・エリ

ア・ネットワーク、つまり閉ざされたエリアでの情



 7 

報を無線で飛ばしていくということでございます。

Ｗｉ－Ｆｉというのは、正しくは情報通信の規格の

問題、用語なんです。なので、今、松井副委員長お

っしゃったように、Ｗｉ－Ｆｉっていうのは、ロー

カル・エリア・ネットワークの手段といいますか、

規格だというふうにご理解いただければと思いま

す。よくＷｉ－Ｆｉが飛んでるっていうふうに言う

んですけども、無線で通信できる電波が飛んでる、

そういうふうによく使うので混同しがちなんです

けども、厳密に言うとそういう定義の違いがござい

ます。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） 前段は分かりました。後段の

Ｗｉ－Ｆｉ環境のことなんですけども、現在庁舎の

中でＷｉ－Ｆｉが自由に使えるっていったら、何か

県の兵庫県のやつが１階の辺り飛んでるらしいと。

庁舎全体飛んでるのかな。それから、我々が使って

る７階は防災課の予算で整備されてたと思うんだ

けども、庁舎全体でいったらどことどこが使えなく

て、今回どの分が入るかっていうのを説明していた

だけますか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

Ｗｉ－Ｆｉが飛んでるっていうのが２つに分けて

お考えいただきたいと思います。 

 一つは、一般の市民の方が使えるＷｉ－Ｆｉでご

ざいます。これは、すみません、ちょっとこの建物

でどこが飛んでるっていうふうに明確に申し上げ

られないんですけれども、１階であるとか、稽古堂

であるとかは飛んでいます。 

 もう一つ、市民の方が使えるＷｉ－Ｆｉは限定的

となるんですけども、今回整備する職員が使うＷｉ

－Ｆｉというのは、もう全館。（「全館使える」と

呼ぶ者あり）全館で導入したい。なので、この建物

全部、稽古堂も全部、立野も全部、館内全部ですね。

立野庁舎、上下水道部、各振興局、消防本部、そう

いったところはもう建物の中では全部職員の情報

系は無線でつながるというふうにご理解いただき

たいと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○委員（松井 正志） ということになると、現在は

有線で情報系をつながれて仕事されとると思うん

ですけども、今後は、ならＷｉ－Ｆｉ環境、無線Ｌ

ＡＮで全職員が仕事ができるということに変わる

ということでいいですか。 

○分科会長（村岡 峰男） どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） そのと

おりでございます。ただし、無線ＬＡＮに対応する

パソコンが限られております。 

○委員（松井 正志） どれぐらいにある、その、反

対にできないやつは。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） 恐らく

まだ、今現在だと千二百幾つのうち、多分できるの

が１００台ぐらいじゃないかなと思います。そうい

う対応する機種が。なので、今回２５０台を置き換

えて、それは無線ＬＡＮに対応できる機種にすると

いったようなことです。 

 無線ＬＡＮに対応することは、失礼、先ほど僕１

００台ぐらいと申し上げましたけど、１００台もな

いと申し上げましたが、それは無線ＬＡＮに対応し

て、かつオンラインでやり取りができる。例えばカ

メラがついてるとか、音声が拾えるとか、そこまで

のことができるのが多分今１００台もないと思い

ますので、それを普通にやりますと５年かけて全部

が無線ＬＡＮで、かつ、オンライン会議とかオンラ

イン相談ができるようなパソコンに替えていくと

いったようなものでございますが、ちょっと何とか

して５年がかりではなくて、もう少し短いスパンで

替えていきたいなとは考えているところでござい

ます。以上です。 

○委員（松井 正志） 分かりました。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか。 

○委員（松井 正志） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） ほかにないですか。 

 私も一つだけ確認、教えてください。資料３ペー

ジのクラウド使用料のところの①、②、それぞれ７

種類、５種類というふうに手続の数だけ書いてある

んですが、具体的に７種類とは何か、５種類とは何
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かっていうのはどうですか。 

 どうぞ。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） まず、

オンライン申請の７種類ですけれども、これは市民

の方にとって面倒で、あとは申請される数が多いも

の、そういったものを７つ選ぼうと思っております。 

 何で先に７なんだっていう話なんですけども、こ

れは実はこのオンライン申請のサービスを買う単

位が、７とか３とかそういう数なので、７つのサー

ビスを導入したいと思っております。具体的に何を

っていう話ですけれども、先ほど申しましたように、

放課後児童クラブの申込みはぜひやりたいなと思

っております。それ以外のものにつきましては、こ

の７つの枠をどこに割り振るのかっていうのを慎

重に検討したいと思っております。つまり、大して

面倒でもなく、数が少ないものに１回導入すると、

来年このサービス使えませんというようなことは

したくないので、そんなことを考えております。 

 もう１種類、②の手続案内のほうでございますけ

ども、これにつきましては出生と婚姻、それから離

婚、死亡、もう一つが恐らく転入になると思います

けれども、そういったサービスで利用したいと思っ

ております。ちょっとここもまだ担当課と煮詰めて

おりませんので、そういう方向で検討しているとい

うことでご理解をいただきたいと思います。 

○分科会長（村岡 峰男） まだ決まってないという

ことですね。 

○ＤＸ・行財政改革推進課長（若森 洋崇） はい。 

○分科会長（村岡 峰男） 分かりました。 

 ほかにないですか。 

 じゃあ、ないようでしたら質疑を打ち切っていい

ですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり可決す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ご異議なしと認めます。

よって、第６０号議案は、原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

 では、以上で分科会に分担されました議案に対す

る審査は終了しました。 

 ここで、委員の皆さん、当局職員の皆さんから、

何かありましたらご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ありませんか。 

 それでは、これより協議事項、意見・要望のまと

めについてに入ります。 

 当分科会に審査を分担されました案件の審査は

終了しました。 

 当局職員の皆さんは退席していただいて結構で

す。ご苦労さまでした。 

 それでは、改めまして、協議事項、意見・要望の

とりまとめについてに入ります。分科会意見・要望

として、予算決算委員会に報告すべき内容について

協議いただきたいと思います。どうですか。 

 どうぞ。 

○委員（松井 正志） あるとしたら、浅田委員が言

われた、せっかく、要するに即決するという議会側

も配慮するんで、確実に商品が入って、早期に営業

というか業務が開始できるよう十分事務を進めて

ほしいっていうようなことをつけたらどうでしょ

うか。要するにコロナの影響で。 

○委員（浅田  徹） そうそう。繰越しの事故繰り

も言われて、ちょっとそれをね。 

○分科会長（村岡 峰男） 繰越しの関係、業者との

関係。 

○委員（浅田  徹） 繰越しですから短期決戦にな

るんで、その辺はもう。 

○分科会長（村岡 峰男） 頑張って早急に。 

○委員（浅田  徹） 頑張ってくださいというふう

にもう。 

○委員（松井 正志） そうそう、それぐらい。議会

の通常のやり方を曲げてっていうと、本当には曲げ

てないんですけども、配慮してるんでね。配慮する

以上は市民の皆さんがより早く便利になるように
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事務を進めてくださいというふうなことをつけた

らどうでしょうかね。 

○分科会長（村岡 峰男） どうですか。そういう意

見ですが、副委員長のほうから出てますので。 

○委員（浅田  徹） もうさらりと。 

○分科会長（村岡 峰男） いいですか、それで。 

 じゃあ、そういう内容をつけさせてもらうという

ことで、内容につきましては正副分科会長に一任願

いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（村岡 峰男） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 その他についてであります。 

 その他、委員の皆さんから何かあればお願いいた

します。ありませんか。 

 ないようですので、以上をもちまして総務分科会

を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午後０時０４分閉会 

──────────────────── 


